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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】血圧測定者の負担をできるだけ軽減し、血圧測
定ガイドラインに基づいた測定が行える血圧測定装置の
提供。
【解決手段】本考案の血圧測定装置は、測定部位にカフ
を巻いて、血圧を測定する血圧測定装置であって、被測
定者の姿勢、および、心臓とカフとの高さ、左右の腕の
どちらかにカフを巻いているかを観察するための、撮影
機と撮影画像解析機を有していることを特徴としている
。また、基準の高さとなる被験者の体表および着衣上の
左心房の位置に、識別可能な指標を取り付けることを特
徴としている。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
測定部位にカフを巻いて、血圧を測定する血圧測定装置であって、被測定者の姿勢、およ
び、心臓とカフとの高さ、左右の腕のどちらかにカフを巻いているかを観察するための、
撮影機能と撮影画像解析機能を有していることを特徴とする血圧測定装置。
【請求項２】
基準の高さとなる被験者の体表および着衣上の左心房の位置に、識別可能なマ－カ－を取
り付けることを特徴とする請求項１の血圧測定装置。
【請求項３】
寸法が該知の指標またはスケ－ルを被験者の体表および着衣上に取り付け、画面上の寸法
計測の基準にすることを特徴とする請求項１の血圧測定装置。
【請求項４】
カフにカフの幅方向の中央部を識別可能な指標を取り付けることを特徴とする請求項１の
血圧測定装置。
【請求項５】
撮影機が被験者に向けられるよう撮影機に向きがかえられる調整機構をつけたことを特徴
とする請求項１の血圧測定装置。
【請求項６】
撮影機のレンズに広角レンズを用いたことを特徴とする請求項１の血圧測定装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、たとえば、測定部位にカフを巻き、減圧過程または加圧過程にて、一度収縮
期血圧値以上にカフを加圧して測定部位の血管を１心周期間で完全圧閉し、その圧閉状態
と圧閉状態解除の境目を検出して収縮期血圧を測定し、かつ、拡張期血圧値以下にカフ圧
を下げて１心周期間で測定部位の血管の圧閉を完全消滅させて、その血管圧閉がある状態
とない状態の境目を拡張期血圧として測定する非観血式血圧計において、被験者の測定中
の姿勢（座位、立位、仰臥位であるか、測定している腕が右左のどちらか、カフと心臓の
高さの差）を撮影しその画像を解析することで監視する機能を持った血圧測定装置関する
。
【背景技術】
【０００２】
高血圧治療において正確な血圧を測定することは極めて重要である。適正な治療を行うた
めにＷＨＯ/ＩＳＨの高血圧治療のガイドラインによれば、測定した血圧値を収縮期血圧
は２０ｍｍＨｇキザミで拡張期血圧は１０ｍｍＨｇキザミで、重症高血圧、中等症高血圧
、軽症高血圧分類し、分類ごとの治療処方を示している。
【０００３】
　血圧は常に変動しており、危険が迫り対処が必要なときには体の必要な臓器に十分な血
液を送ることが必要であり血圧は上昇する。また、夜間就眠時には血圧を下がっている。
日常活動時には、特に運動、神経活動による影響が大きい。そのため、血圧測定時には十
分な安静を保つことが必須な事項となっている。しかし、これ以外にもカフを用いた非観
血式血圧測定法においては、原理的に誤差となる要因を多々含んでいる。　カフと心臓の
高さとの差、正確には右心房の高さとの差は水頭圧差として１ｃｍあたり約０．７ｍｍＨ
ｇの誤差となる。心臓の高さよりカフが低ければ実際の血圧値よりも高く、心臓よりも高
ければ実際の血圧値よりも低く測れる。また、前屈みの姿勢で測定すると、心臓とカフの
高さに差が生じる以外に腹圧の上昇により１０から２０ｍｍＨｇの血圧上昇が生じる。
【０００４】
　また、高齢者にて動脈硬化が進んでいる場合には、腕の血管障害（狭窄など）により左
右の腕での測定される血圧に差が生じている場合があり、血管障害の起きている腕では実
際の血圧値よりも低く測定される誤差を含む。これらは米国のＡＨＡ、英国のＢＨＳ等各
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国の血圧測定のガイドラインにて、カフの高さと心臓の高さをそろえること。また、被験
者両腕で測定することの啓蒙を行っている。
【０００５】
　また、特に高齢者の場合には、座位、仰臥位の血圧は正常範囲であるが立位になったと
きに、正常な血圧上昇反射が起きず、血圧が５０ｍｍＨｇ程度まで下がり、脳虚血を発症
する場合がある。これは、入浴時の転倒事故につながる恐れがあることより、立位と座位
の両方の体位での血圧の測定を必ず実施することを、測定姿勢の注意点と同様にＡＨＡ、
ＢＨＳ等の血圧測定ガイドラインにて推奨、啓蒙している。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
米国ＡＨＡ，英国ＢＨＳ等の血圧測定に関するガイドラインで推奨されており、姿勢セン
サを設けて血圧測定時の姿勢と併せて血圧値を記憶する技術が開示（特許文献１：特許第
２８５３２３５号公報）されているが、多忙な、そして、患者が殺到している臨床現場で
は、確実に実施させない場合がある。従って、正しい血圧の測定が行われておらず、これ
に基づいた適切な治療が行われていない場合があった。これを解決するために、血圧測定
者の負担をできるだけ軽減し、血圧測定ガイドラインに基づいた測定が行える血圧測定装
置の実現が課題である。
【特許文献１】特許第２８５３２３５号公報
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するために、本考案の血圧測定装置は、測定部位にカフを巻いて、血圧を
測定する血圧測定装置であって、被測定者の姿勢、および、心臓とカフとの高さ、左右の
腕のどちらかにカフを巻いているかを観察するための、撮影機能と撮影画像解析機能を有
していることを特徴としている。また、基準の高さとなる被験者の体表および着衣上の左
心房の位置に、識別可能な指標を取り付けることを特徴としている。また、寸法の基準と
なる寸法が該知の指標またはスケ－ルを被験者の体表および着衣上に取り付け、画面上の
寸法計測の基準にすることを特徴としている。また、カフのカフ幅の中央が識別可能な指
標を取り付けることを特徴としている。また、撮影機が被験者に向けられるよう撮影機に
向きがかえられる調整機構をつけたことを特徴としている。また、撮影機にレンズに広角
レンズを用いたことを特徴としている。
【考案の効果】
【０００８】
請求項１にかかる血圧測定装置によれば、撮影機にて血圧を測定している患者の全体を撮
影し、この画像からエッジを抽出してエッジ画像を作り、この画像を解析する。たとえば
、このエッジ画像を構成する画素についてハフ変換処理にて傾き座標をもとめ、累積度数
が所定値以上であって傾きが規定値１以上及び規定値２以下の条件を満たす直線情報を抽
出する。この直線情報から垂直方向の直線が長く最も多い場合には立位、水平方向の直線
が最も長く多い場合には仰臥位、垂直方向に３種類の折れ線がある場合には座位と判断し
て姿勢を判断する。または垂直、水平、右上がり、右下がりの４方向のエッジ画像を作り
、事前に作成した立位、座位、仰臥位の４方向のエッジ画像のテンプレートとパターンマ
ッチングを行い、相関の最も高い体位を姿勢として判断する。また、例えば、カフに装着
してある指標を画像解析にて認識し、カフにつけてある指標が前記直線の右にある場合に
はカフは左に装着している。直線の左にある場合は右に装着していると判断する。また、
たとえば、患者の心臓の位置に衣服の上からつけた指標およびスケ－ルを画像解析から認
識して、前記カフに装着している指標との高さの差を前記スケ－ルを参照して測定しカフ
と心臓の高さを計測し、測定した血圧値を補正できる。
【０００９】
また、請求項２にかかる血圧測定装置によれば、カフの高さと心臓との高さによる水頭圧
差を求めるための基準となる心臓（厳密には右心房）の位置を、患者の心臓の位置に衣服



(4) JP 3140916 U 2008.4.17

10

20

30

40

50

の上から脱着可能な指標を装着し、解析画像上の基準位置として認識させる。また、請求
項３にかかる血圧測定装置によれば、前記水頭圧差の計測に際し、解析画像の縮尺は任意
となるので、患者の心臓の位置に衣服の上から着脱可能な寸法が該知のスケ－ル（ものさ
し）またはこれに類する寸法のわかっている片（指標）をつけ、画像解析にて計測した前
記指標とカフとの高さの差をもちいて実寸法に補正して、水頭圧差を計算可能となる。
【００１０】
また、請求項４にかかる血圧測定装置によれば、前記カフの高さを計測するために、解析
画像にてカフの幅の中央位置を認識するための指標を、カフ布のカフの幅方向の中央部に
付けて該指標と前記心臓位置の指標との垂直距離差を計測し、心臓とカフとの水頭圧差を
計算する。
【００１１】
また、請求項６にかかる血圧測定装置によれば、測定を開始する前に撮影機を、血圧測定
装置の向きを変えなくても、被験者に向けることができる。
また、請求項７にかかる血圧測定装置によれば、撮影機に広角レンズをもちいることによ
り、撮影機を被験者に正確に向けなくても撮影フレ－ム内に被験者をいれることが可能と
なる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１２】
以下図面に基いて本考案の具体的な実施形態につき説明するが、適宜変更であり、この実
施形態に限られるものではない。
【００１３】
図１は本考案の血圧測定装置の１実施形態におけるブロック図、図２は、血圧測定を行う
状態を示す図である。１は測定部位に巻くカフ本体１である。２はカフ本体に内蔵される
阻血用の空気袋である。３は面ファスナで、カフ本体１を測定部位に巻きつけた後罫着す
るループ型面ファスナである。５は、３と罫着するフック型面ファスナであり、カフ本体
１の測定部位に接する側に設ける。４はカフの幅の中心位置を認識する標識（マーカー）
であり、印刷にて帯状にカフ本体１の装着部位と接する側と反対側に設ける。
【００１４】
６は阻血用空気袋と本体２３とを接続するエアーチューブであり、コネクタ７にて本体２
３と着脱可能な構造にもできる。８はカフ圧力およびカフ圧力信号に重畳している脈波を
検出するための圧力センサである。９は圧力センサ８に定電流を供給し、かつ、圧力セン
サの出力電圧を増幅する圧力センサ駆動及び信号増幅回路である。１０は増幅した圧力セ
ンサ信号をデジタル信号に変換する圧力信号のＡ/Ｄ変換器である。１３はカフを加圧す
るエアーポンプである。CＰＵ１１の信号により駆動部１４により駆動される。
【００１５】
１５はカフの空気を排気する排気機能と血圧測定時にカフ圧をオリフィスを変化させて一
定の減圧速度で減圧する排気弁兼定速減圧弁である。ＣＰＵからのＰＷＭ信号により駆動
部１６にて駆動される。１２は測定した結果を一例として図１１のごとく、血圧測定値（
収縮期血圧、拡張期血圧）および、測定姿勢（立位、座位、仰臥位）、測定した腕の右左
、測定姿勢間の血圧差、測定腕左右の血圧差を表示する表示器である。２１は装置の電源
ＳＷである。ＯＮすることによりワークエリアの記録を消去して、撮影、血圧測定の動作
をＣＰＵ１１に内蔵したＲＯＭに記憶されているプログラムにより動作を開始する。２３
は装置を動かす乾電池または充電池からなる電源である。
【００１６】
１８は血圧被測定患者を撮影するカメラであり、１７はレンズ、１９は画像信号を増幅す
る画像信号増幅器であり、２０は増幅した画像信号をデジタル信号に変える画像信号Ａ/
Ｄ変換器である。２２は画像解析処理を行うＤＳＰである。また、２３は装置を動作させ
る乾電池等の電源である。２１は電源スイッチであり、ＯＮすると患者画像の取り込み、
解析、それに引き続き血圧測定動作を行い、結果を表示する。
【００１７】
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　１１はＣＰＵであり、血圧測定に関する一般的動作に関係した、電源ＳＷ２１により装
置をＯＮ／ＯＦＦの制御、カフを加圧および減圧する制御、入力された圧力信号からカフ
圧力信号と、圧力信号に重畳する脈波信号を分離する脈波検出機能、検出した脈波の振幅
とカフ圧力値を時系列に記録する脈波記録機能、記録した脈波振幅の変化から収縮期血圧
および拡張期血圧を測定する血圧決定機能、測定した血圧値を表示器１２に表示する表示
制御機能と、血圧測定開始する前に、測定する患者をカメラで撮影（撮像）し、撮影（撮
像）した画像から患者の体位（立位、座位、仰臥位）の判定を行い表示部に表示する機能
、腕帯を巻いている腕が左か右かの判定し同様に表示部に表示する機能、腕帯の高さと心
臓位置につけた指標との高さの差を計算し血圧値の水頭圧補正する機能を内部ＲＯＭに書
き込まれたプログラムを実行して行う。詳細は後に記載する。
【００１８】
図３は、装置の一連の動作を示す１実施例の動作フローチャートを示す。ステップＳＴ１
にて画像の輝度等の調整を行う。ＳＴ２にて取り込み画像のノイズ対応等前処理を行う。
ステップＳＴ３にて体位の検出。ステップＳＴ４にて測定前に患者の心臓の左心房位置に
つけた指標の座標認識を行う。ステップＳＴ５にて装着したカフの中心位置の座標の認識
を行う。ステップＳＴ６にてカフ水頭圧差を計算する。ステップ７で測定した腕の左右を
検出する。ステップ８にて血圧測定および結果の表示を行い一連の動作を終了する。以下
に前記各ステップの詳細フローチャートを示す。
【００１９】
　図４は撮影する前の画像調整についてのフローチャートである。ステップＳＴ１０１に
てカメラ１８で撮影した画像を増幅器１９で増幅して、画像用Ａ/Ｄ変換機の出力を入力
する。ステップＳＴ１０２にて、Ｒ（赤）、Ｇ（みどり）、Ｂ（あお）のそれぞれのデジ
タル信号に黒レベルを基準化する黒レベルの補正をおこなう。ステップＳＴ１０３にて白
基準に基づいてホワイトバランスの調整を行う。また、ステップＳＴ１０４にて画像の明
るさの変化に対する調整を行うガンマ－特性の補正を行う。記載していないが、必要に応
じて画像のゆがみを補正するあおり補正を行う場合がある。
【００２０】
　図５は入力画像の前処理のフローチャートの一実施例を示す。ステップＳＴ２０１にて
前処理を行った画像デジタル信号を入力する。ステップＳＴ２０２にてＲ、Ｇ、Ｂの信号
をＹ変換する(輝度デ－タに変換する）。ステップＳＴ２０３にて処理速度を速くするた
めバイリニア法等を用いて画像変換を行い画像サイズを縮小する。ステップＳＴ２０４に
て最大輝度と最低輝度が諧調レベル０から２５５になるよう露出レベルを補正し諧調の正
規化を行う。ステップＳＴ２０５にて画像データに含まれる孤立的に高輝度と低輝度の信
号を除き、メディアンフィルタを用いてノイズの除去を行う。ステップＳＴ２０６で処理
画像を記憶する。
【００２１】
　図６は入力画像を解析し患者の体位が立位、座位、横臥位を識別する体位検出のフロー
チャートである。ステップＳＴ３０１にて前処理した画像について急激に明るさが変わる
部分を抽出するため、注目画像である患者の姿の輪郭を垂直、水平、右上がり、右下がり
の４方向の重み付けをして微分するソーベルフィルタをもちいて４方向エッジ特徴画像を
抽出する。ステップＳ３０２において各画像毎に輝度を横軸、縦を画素数とするヒストグ
ラムを作る。ステップＳＴ３０３にて前記各ヒストグラムから２値化する最適な閾値を求
める。例えばヒストグラムの度数がピ－クとなる輝度からピ－クの度数の３０％になる度
数の輝度を閾値とする。４方向画像の各画素を前記輝度の閾値で２値化する。ステップＳ
Ｔ３０４にてガウシャフィルタによりぼかし処理を行ったのち、特徴画像のサイズを変え
たものを作成する。ステップＳＴ３０５にて各サイズの画像に対して４方向画像にてあら
かじめ用意してた各体位（立位、座位、仰臥位）のテンプレート画像とパターンマッチン
グを行う。ステップＳＴ３０６にて最も相関値の高い体位のテンプレート画像を選び、そ
の体位を記録する。
【００２２】



(6) JP 3140916 U 2008.4.17

10

20

30

40

50

　図７、図８、図９は測定前に患者の心臓（右心房位置）に衣服の上から例えば直径２０
ｍｍの赤色円形の指標を取り付けた場合の心臓から測定カフの中央までの高さによる水頭
圧補正値の案出方法の1実施例のフローチャートを示す。
【００２３】
　図７は、測定前に患者の衣服上から心臓右心房の位置につけた指標を認識するフローチ
ャートである。前処理した画像についてステップＳＴ４０１にて画像を８ブロックに分け
る。ステップＳＴ４０２にて隣接ブロックの画素の平均赤色濃度を比較する。ステップＳ
Ｔ４０３にて最大赤色（Ｒ）濃度のブロックを検出する。ステップＳＴ４０４にて選択し
たブロックの画素の隣同士の赤色輝度を差を計算しエッジ画像を作成する。ステップＳＴ
４０５にて輝度と度数のヒストグラムを作成する。ステップＳＴ４０６にて、前記図４の
説明と同様にピ－クの度数の３０％になる度数を閾値として、各画素を２値化する。ステ
ップ４０７にて各画素を通る円を円の中心座標（ｘ、ｙ）と半径（ｒ）の３パラメータへ
変換を行い、３パラメータによる３次元ハフ空間にプロットする。プロット結果は１つの
曲面になり、各デ－タ点について投票処理を行い、最も投票の多かった点をステップＳＴ
４０８にて検出、座標を検出する。ステップＳＴ４０９にて検出した円の直径を記憶する
。ステップＳＴ４１０にて画像分割前の座標に検出した座標を換算する。
【００２４】
　図８は患者撮影画像より腕に装着した腕帯につけた黄色指標よりカフの中心の座標を認
識するフローチャートである。図７にて使った前処理した画像データについて、ステップ
ＳＴ５０１にて画像を８ブロックに分ける。ＳＴ５０２にて隣接するブロックの黄色の平
均輝度を比較する。ステップＳＴ５０３にて最大の輝度のブロックを検出する。ステップ
ＳＴ５０４にて、ステップ５０３にて選んだブロックの隣り合う画素の差をもとめ、垂直
、水平、右上がり、右下がり４方向エッジ画像を作成する。ステップ５０５にて輝度と度
数のヒストグラムを作成する。ステップＳＴ５０６にてピーク度数の３０％を閾値として
画素の２値化を行う。ステップＳＴ５０７にてガウシャフィルタを通して４方向エッジ画
像ごとに数種類のサイズの画像を作る。ステップＳＴ５０８にてあらかじめ作成しておい
たカフを装着したときのカフにつけた指標のテンプレ－ト画像とパターンマッチングを行
う。ステップＳＴ５０９にて最も相関の高い領域を抽出する。ステップＳＴ５１０にてカ
フ指標の中心の座標を検出記憶する。ステップＳＴ５１１にて分割するまえの画像の座標
の変換し、ステップＳＴ５１２で座標を記憶する。
【００２５】
　図９はカフと心臓の高さの差から血圧補正値（水頭圧差）を計算するフローチャートで
ある。ステップＳＴ６０１にて前記求めた患者の心臓位置につけた指標の座標のｙ値と装
着したカフの指標の中心座標のｙ値との画像上の差ｄを計算する。ステップ６０２にてｄ
を患者の心臓位置につけた指標（直径２０ｍｍ）の画像上の直径によりｍｍの単位に換算
した値Ｈを求める。ステップ６０３にて求めたＨをｍｍＨｇとに換算し、血圧補正値を計
算する。ステップＳＴ６０４にて求めた血圧補正値を記憶する。
【００２６】
　図１０は測定した腕の左右を判定するフローチャートの１実施例を示す。ステップＳＴ
７０１にて先に検出した測定体位が仰臥位かどうかをチェックする。仰臥位でない場合、
ステップＳＴ７０２にて、先に求めた心臓位置の指標の座標のｘ値とカフの指標の中心の
座標のｘ値との差Ｖを求める。ステップＳＴ７０３にてＶの正負をチェックし正の場合に
は、ステップＳＴ７０４で測定腕は左と判断しメモリに記憶する。ステップＳＴ７０３に
て負となった場合にはステップ７０５にて測定腕は右と記憶する。ステップＳＴ７０１に
て仰臥位であった場合には、以下のフローチャートで右を頭部とする仰臥位か、左を頭部
とする仰臥位かを選択する。ステップＳＴ７０６にて取り込んだ画像から４方向（垂直、
水平、右上がり、右下がり）のエッジ画像を作成する。ステップＳＴ７０７にて各画像の
ヒストグラムを作成する。ステップＳＴ７０８にて２値化を行う。ステップＳＴ７０９に
て画像の倍率がさまざまであるため複数サイズの画像を作成する。ステップＳＴ７１０に
て右を頭部とする事前に作成しておいた仰臥位のテンプレートとパタ－ンマッチングを行
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う。ステップＳＴ７１１にて最も相関の高い画像の相関係数Ｒ１を記録する。ステップＳ
Ｔ７１２にて左を頭部とする事前に作成しておいた仰臥位のテンプレートとパターンマッ
チングを行う。ステップＳＴ７１３にて最も相関の高い画像の相関係数Ｒ２を記録する。
ステップＳＴ７１４にて相関係数Ｒ１とＲ２とを比較する。ステップＳＴ７１４にてＲ１
が大きかった場合には、ステップＳＴ７１５にて先に求めた心臓位置の指標の座標のｙ値
とカフの指標の中心の座標のｙ値との差Ｖを求める。ステップＳＴ７１６にてＶが正の場
合には、ステップＳＴ７１７にて測定する腕は右腕であることをメモリに記憶する。Ｖが
負である場合にはステップＳＴ７１８にて測定する腕は左腕であることをメモリに記憶す
る。ステップＳＴ７１４にてＲ１よりＲ２が大きい場合には、ステップＳＴ７１９にて先
に求めた心臓位置の指標の座標のｙ値とカフの指標の中心の座標のｙ値との差Ｖを求める
。ステップＳＴ７２０にてＶが正の場合には、ステップＳＴ７２１にて測定する腕は左腕
であることをメモリ－に記憶する。ステップＳＴ７２０にてＶが負であった場合にはステ
ップＳＴ７２２にて測定する腕は右腕であることをメモリに記憶する。尚、フローチャー
トに記載していないがステップＳＴ７０３にてＶがゼロ、ステップＳＴ７１４にてＲ１＝
Ｒ２、ステップＳＴ７１６にてＶがゼロ、ステップＳＴ７２０にてＶがゼロの場合には判
定不能としてそれ以後の処理を中断し表示器にその旨を表示し測定を中止する。
【００２７】
　図１１，図１２に血圧測定の一連の動作および測定後の体位表示、体位の差の表示、測
定腕左右差の結果表示する１実施例のフローチャートを示す。患者画像の取り込み、解析
、体位判定、測定する腕の左右の判定、心臓の高さとカフの高さの差を測定した水頭圧補
正値の計算終了後、自動的に血圧測定動作を開始する。ステップＳＴ８０１にてカフの残
圧をチェックし、残圧が規定値以下であると、圧力センサ８（図１）のゼロセットを行う
。ステップＳＴ８０２で排気兼定速減圧弁１５（図１）を全閉する。ステップＳＴ８０３
で加圧ポンプ１３(図１）をＯＮする。ステップＳＴ８０４にてカフ圧力値があらかじめ
設定しておいた患者の予想される収縮期血圧より３０から４０ｍｍＨｇ高い加圧設定圧に
至ったかがチェックされる。加圧設定圧になったらステップＳＴ８０５にて加圧ポンプ１
３をＯＦＦする。ステップＳＴ８０６にて排気弁兼定速減圧弁１５にてカフ圧力を２から
３ｍｍＨｇ/秒で減圧を開始する。ステップＳＴ８０７にてカフ圧用Ａ/Ｄ変換器から入力
されるカフ圧信号の検出を開始する。ステップＳＴ８０８にてカフ圧力に重畳している脈
波信号をデジタルフィルタにて弁別検出する。ステップＳＴ８０９にて、検出した1拍動
ごとに脈波のボトムとピ－クを検出しその差を脈波振幅Ｐｍとして検出し、ボトム点のカ
フ圧力値とペアにしてＣＰＵ１１のワークエリアに記憶する。ステップＳＴ８１０にて脈
波振幅の減少傾向を検出し、検出させた脈波振幅の最大振幅値Ｐｍａｘを検出する。Ｐｍ
ａｘが検出されたらステップＳＴ８１１にて最大値検出ビットＰｍｂを１にする。ステッ
プＳＴ８１２にて最大脈波振幅が検出させた脈波より以後に検出された脈波を検索し、振
幅値が０．８×Ｐｍａｘ以下になる脈波を検出する。該当する脈波が2拍連続検出された
ら、ステップＳＴ８１３にて最初に検出された拍のカフ圧力値を拡張期血圧値として検出
しＣＰＵ１１のワークエリアに記憶する。ステップＳＴ８１４により排気弁兼定速減圧弁
１５を全開にしてカフ圧力を大気圧にする。ステップＳＴ８１５にて、ＣＰＵ１１のワー
クエリアに時系列に記録した脈波振幅を一番古い脈波より検索し、振幅値が０．５×Ｐｍ
ａｘを連続2拍超える最初の脈波とペアに記録されているカフ圧力値を収縮期血圧値とし
て検出しＣＰＵ１１のワークエリアに記録する。ステップＳＴ８１６にて、前記、図９の
カフ位置水頭圧差計算フローチャートで求めてＣＰＵ１１のワークエリアに記録されてい
る血圧補正値を求めた収縮期血圧値および拡張期血圧値からマイナスし水頭圧補正を行い
、ＣＰＵ１１のワークエリアに記憶する。ステップＳＴ８１７にて、図６の体位検出フロ
ーチャートにて求めＣＰＵ１１のワークエリアに記録した体位を表示部１２に表示する。
ステップＳＴ８１８にて図１０に示した測定腕左右検出フローチャートにて求めＣＰＵ１
１のワークエリアに記録した測定腕の左右を表示部１２に表示する。ステップＳＴ８１９
にて血圧値を補正した収縮期血圧と拡張期血圧を表示部１２に表示する。ステップＳＴ８
２０にて前記により求めＣＰＵ１１のワークエリアに記憶した体位のうち立位があるかど
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うかをチェックする。立位ある場合にはステップＳＴ８２１にて座位での測定あるかをチ
ェックしある場合にはステップＳＴ８２２にて座位にて測定しＣＰＵのワークエリアに記
録された収縮期血圧値と拡張期血圧値を記録されている立位の収縮期血圧値および拡張期
血圧値、複数立位の血圧値が記録されている場合には、測定時間が最も近い立位の収縮期
血圧値および拡張期血圧値との差を計算し、表示部１２に表示する。ステップＳＴ８２３
にて今まで記録された測定体位に仰臥位があるかがチェックされる。仰臥位での測定記録
がある場合、ステップＳＴ８２４にて座位と仰臥位との収縮期血圧値と拡張期血圧値との
差を、また、座位と仰臥位の記録が複数ある場合には時間的に一番近い同士の差を計算し
、また、同様にＣＰＵ１１に記憶されている立位での収縮期血圧値、拡張期血圧値と仰臥
位での収縮期血圧値、拡張期血圧値の差、また、立位、仰臥位の血圧値が複数記録されて
いる場合には、時間的に一番近い同士の差を計算し、表示部１２に表示する。ステップＳ
Ｔ８２３で仰臥位にての測定デ－タなき場合にはステップＳＴ８２４をパスする。ステッ
プＳＴ８２０にて立位の測定記録が無い場合には、ステップＳＴ８２５にて座位での測定
記録があるかをチェックしある場合には、さらにステップＳＴ８２６にて仰臥位にての測
定記録があるかのチェックを行う。仰臥位での記録がある場合にはステップＳＴ８２７に
て、ＣＰＵ１１のワークエリアに記録されている時間的にもっとも近い座位の収縮期血圧
値、拡張期血圧値と、仰臥位の収縮期血圧値、拡張期血圧値との差を計算し、表示部１２
に表示する。ステップＳＴ８２５にて座位での記録がない場合、ステップＳＴ８２６にて
仰臥位での測定記録無い場合にはステップＳＴ８２７はパスする。ステップＳＴ８２１に
て座位での測定記録が無い場合には、ステップＳＴ８２８にて仰臥位での測定記録あるか
がチェックされ、ある場合には、ステップＳＴ８２９にて、立位と仰臥位との時間的にも
っとも近い同士の収縮期血圧値と拡張期血圧値の差が計算され、表示部１２に表示される
。ステップＳＴ８２８にて仰臥位での測定記録が無い場合にはステップＳＴ８２９はパス
される。ステップ８３０にて、ＣＰＵ１１のワークエリアの測定結果記録部に記録されて
いる同じ体位にて、右腕と左腕の記録があるかがチェックされる。ステップＳＴ８３０に
て同じ体位にて、右手と左手の測定値があった場合、右手にての収縮期血圧値と左手にて
の収縮期血圧値、および、右手にての拡張期血圧値と左手にての拡張期血圧値の差が計算
され、検出された体位ごとに、図１３を表示画面の一実施例として表示部１２に表示され
る。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本考案の実施例の血圧測定装置に関わるブロック図である。
【図２】本考案の実施例の血圧測定装置による血圧測定を行う状態を示す図である
【図３】本考案の血圧測定装置の一連の動作を示す１実施例の動作フローチャートである
。
【図４】本考案の血圧測定装置による撮影する前の画像調整についてのフローチャートで
ある。
【図５】本考案の血圧測定装置による入力画像の前処理のフローチャートである。
【図６】本考案の血圧測定装置において入力画像を解析し患者の体位が立位、座位、横臥
位を識別する体位検出のフローチャートである。
【図７】本考案の血圧測定装置において指標を取り付けた場合の心臓から測定カフの中央
までの高さによる水頭圧補正値の案出方法のフローチャートである。
【図８】本考案の実施例の血圧測定装置による患者撮影画像より腕に装着した腕帯につけ
た黄色指標よりカフの中心の座標を認識するフローチャートである。
【図９】本考案の実施例の血圧測定装置によるカフと心臓の高さの差から血圧補正値（水
頭圧差）を計算するフローチャートである。
【図１０】本考案の実施例の血圧測定装置により測定した腕の左右を判定するフローチャ
ートである。
【図１１】本考案の実施例の血圧測定装置における血圧測定の一連の動作および測定後の
体位表示、体位の差の表示、測定腕左右差の結果表示するフローチャートである。
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【図１２】本考案の実施例の血圧測定装置における血圧測定の一連の動作および測定後の
体位表示、体位の差の表示、測定腕左右差の結果表示するフローチャートである。
【図１３】本考案の実施例の表示画面の一実施例を示すものである。
【符号の説明】
【００２９】
１　カフ本体、２　阻血用空気袋、３，５　面ファスナ、４　標識、１１　ＣＰＵ、１８
カメラ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月5日(2008.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
測定部位にカフを巻いて、血圧を測定する血圧測定装置であって、被測定者の姿勢、およ
び、心臓と該カフとの高さ、左右の腕のどちらかに該カフを巻いているかを観察するため
の、撮影機と撮影画像解析機を有していることを特徴とする血圧測定装置。
【請求項２】
該カフに該カフの幅方向の中央部を識別可能な指標を取り付けることを特徴とする請求項
１に記載の血圧測定装置。
【請求項３】
該撮影機が被験者に向けられるよう該撮影機に向きがかえられる調整機構をつけたことを
特徴とする請求項１に記載の血圧測定装置。
【請求項４】
該撮影機のレンズに広角レンズを用いたことを特徴とする請求項１または請求項３に記載
の血圧測定装置。
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